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一般質問は、町の行政全般にわたって理事者の施政を問うことができる基本的な権利です。
紙面の都合上すべてを載せることはできませんので、一部を掲載します。
※�質問及び答弁の詳細については、会議録をご覧ください。なお会議録は、６月上旬に町施設のサービスカウ
ンターに配置し、広陵町ホームページに掲載する予定です。

議　長

問
　
町
有
財
産
に
つ
い
て

　
（
疋
相
地
内　
廟
谷
池
）

平
岡
町
長

松
浦
敏
信

　
　

議
員

　
　
①
宅
地
造
成
規
制
区
域
の
内
容
説
明

に
つ
い
て

②
町
有
財
産
の
売
却
に
つ
い
て

③
売
却
方
法
は
公
募
し
て
入
札
す
べ
き
で

は
。

④
疋
相
地
内
の
廟
谷
池
に
つ
い
て
、
売
却

予
定
を
し
て
い
る
な
ら
ば
地
元
疋
相
区
に

町
が
相
談
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　

①
宅
地
造
成
規
制
区
域
は
、

宅
地
造
成
に
伴
い
、
災
害
が
生
ず
る
お
そ

れ
の
著
し
い
土
地
の
区
域
を
宅
地
造
成
等

規
制
法
に
よ
り
、
関
係
市
町
村
長
の
意
見

を
聞
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
し
た

区
域
と
し
て
定
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
本

町
は
馬
見
丘
陵
が
こ
の
区
域
で
す
。

②
町
有
財
産
の
土
地
売
却
に
つ
き
ま
し
て

は
、
面
積
が
１
件
に
つ
き
５
，
０
０
０
平

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
っ
て
議
会

の
議
決
に
付
す
べ
き
も
の
と
条
例
に
定
め

て
お
り
ま
す
。

③
④
疋
相
区
内
の
廟
谷
池
は
平
成
17
年
４

月
１
日
に
国
か
ら
譲
与
さ
れ
た
法
定
外
公

共
物
で
行
政
財
産
で
あ
り
ま
す
。
本
町
で

は
、
こ
れ
ら
の
町
有
財
産
処
分
委
員
会
を

設
置
し
、
法
定
外
公
共
物
の
処
分
に
際
し

て
は
、適
正
な
処
理
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

里
道
、
水
路
、
池
な
ど
は
普
通
財
産
と
は

異
な
り
、
用
途
が
存
在
し
て
い
る
も
の
を

売
却
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
池
な
ど

の
用
途
廃
止
の
事
務
に
は
、
水
利
受
益
者

と
水
利
組
合
、
地
元
区
長
の
同
意
が
必
要

と
な
る
た
め
、
今
後
、
地
元
疋
相
区
へ
の

説
明
を
所
有
者
と
し
て
町
が
行
っ
て
い
く

こ
と
と
考
え
ま
す
。
売
却
の
際
に
は
、
条

例
等
に
照
ら
し
合
わ
せ
、
公
平
な
売
却
を

考
え
て
お
り
ま
す
。

疋
相
地
内　
廟
び
ょ
う
だ
に
い
け

谷
池




